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(57)【要約】
【課題】容器の内部への細菌等の侵入を防止した薬液容
器において、製造が容易で薬液の逆流を確実に防止する
ことができる逆止弁を備えた、薬液容器を提供する。
【解決手段】本発明に係る薬液容器は、容器本体１と、
キャップ２と、中間部材３と、中栓４とを有している。
キャップ２には、薬液排出路２５と空気導入路２８とが
設けられている。中間部材３は、容器本体１の内部に向
かって突出する管体３５を有している。薬液導入路３４
と薬液排出路２５との間には親水性フィルタ２９が設け
られ、空気導入路２８に連通する空気供給路３６と空気
送出路４３との間にはフィルタ３７が設けられている。
空気送出路４３は、管体３５の外周面に環状弁４２の内
周面が接触して容器本体１の内部に向かう方向にのみ空
気を通過させる逆止弁を介して容器本体１の内部に連通
している。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　口部を有し、押圧により変形可能でかつ押圧を解除すると元の形状に復元する容器本体
と、
　薬液を排出するための薬液排出路と空気を流入させるための空気導入路とが設けられ、
前記容器本体の口部に取り付けられたキャップと、
　前記容器本体の内部に向かって突出する管体を有し、前記薬液排出路に親水性フィルタ
を介して連通する前記管体の内部の薬液導入路と前記空気導入路に連通する空気供給路と
が設けられ、前記キャップの内側に配設された中間部材と、
　前記管体の外周面にその内周面が接触して前記容器本体の内部に向かう方向にのみ空気
を通過させる逆止弁を構成する環状弁を有し、前記空気供給路にフィルタを介して連通す
ると共に容器本体内部に前記逆止弁を介して連通する空気送出路が設けられ、前記中間部
材の内側に配設された中栓と、を備えた、薬液容器。
【請求項２】
　前記逆止弁は、前記容器本体の内部の圧力が、大気圧よりも５ＫＰａ以上低い時に、前
記密封状態を解除し、前記空気送出路から前記容器本体の内部に向かう空気を通過させる
、請求項１に記載の薬液容器。
【請求項３】
　前記中栓の外周部は、前記容器本体の口部の端面と前記中間部材との間に挟持されてい
る、請求項１または２に記載の薬液容器。
【請求項４】
　前記薬液排出路と前記薬液導入路との間に設けられた前記親水性フィルタは前記キャッ
プに取り付けられ、前記空気供給路と前記空気送出路との間に設けられたフィルタは前記
中間部材に取り付けられている、請求項１から３のいずれかに記載の薬液容器。
【請求項５】
　前記空気供給路と前記空気送出路との間に設けられたフィルタは疎水性フィルタである
、請求項１から４のいずれかに記載の薬液容器。
【請求項６】
　前記中栓には、前記逆止弁と同軸上に位置し前記管体が嵌合される嵌合孔が設けられて
いる、請求項１から５のいずれかに記載の薬液容器。
【請求項７】
　前記嵌合孔の内面と前記管体の外面との間には、前記管体が貫通する方向に延びる通気
溝が設けられている、請求項１から６のいずれかに記載の薬液容器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、薬液容器に関する。より詳しくは、液状の薬品や化粧品を保存する目的に
使用される薬液容器であって、細菌や微生物等により容器内部の薬液が汚染されることを
防止した薬液容器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、液状の薬品や化粧品を保存するために使用される薬液容器は、容器内部と外部
が無菌的に隔離されていない。いったん開封され使用し始めると、ノズル孔を通じて容器
内部の薬液と大気とが常時連通する状態となる。そのため、ノズル孔を通して大気中の浮
遊細菌が容器内部に進入する可能性があった。また、使用時にノズルが皮膚に触れた場合
には、皮膚に付着していた細菌や微生物がノズル孔を通じて容器内部に容易に進入する恐
れもあった。
【０００３】
　また、薬液容器としては、一般に手指による押圧により内部の薬液が排出され、押圧の
解除により元の形状に復元する容器が使用されている。押圧により変形した容器が元の形
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状にもどる際には、大気を容器内部に吸引する。従来の薬液容器では、それに伴い大気中
の細菌や微生物も容器内部へ吸引される可能性があった。細菌や微生物等が薬液容器内に
侵入すると、薬液中の有効成分、あるいは薬液を安定化する目的で添加された緩衝剤や溶
解補助剤を養分として、容器内部で繁殖する恐れがあった。
【０００４】
　使用後にノズル内に残留した薬液が容器内部に逆流する際や、押圧により弾性変形した
容器が元の形状にもどる際に、細菌や微生物などが侵入するのを阻止する目的で、ノズル
の内部に親水性フィルタを設けたものが提案されている。しかし、親水性フィルタは、一
般的な条件では液体は通すが気体は通さない性質を持っているため、内容液が減少した後
の容器は押圧により変形したままになってしまう。
【０００５】
　そこで、ノズル孔以外に通気孔を設けたものが提案されている。特許文献１（特開２０
０４－１６６９７８号公報）では、使用後にノズル内に残留した薬液が容器内部に逆流す
る際や、押圧により弾性変形した容器が元の形状に戻る際に、細菌や微生物などが侵入す
るのを阻止するため、ノズルと容器本体の内部との間に親水性フィルタを設け、容器本体
内部に空気を取り込む通気路に疎水性フィルタを設けた薬液容器が提案されている。
【０００６】
　特許文献１に記載の薬液容器においては、図７に示すように、キャップ１０２の内側に
設けられたフィルタ取付部材１０３の一方の面に疎水性フィルタ１０５を設け、他方の面
に親水性フィルタ１０４を設けている。また疎水性フィルタ１０５と容器内部との間に流
量制限部が設けられている。流量制限部は、逆止弁１４１、またはオリフィスで構成され
ている。
【０００７】
　特許文献１に記載の薬液容器によると、薬液がノズルから容器の内部に逆流するときに
は、親水性フィルタ１０４により細菌や微生物などの侵入が防止される。また、容器本体
１０１に空気が流入するときには、疎水性フィルタ１０５により細菌や微生物などの侵入
が防止される。加えて、疎水性フィルタ１０５と容器本体１０１の内部との間には、流量
制限部としての逆止弁１４１またはオリフィスが設けられているので、ノズルの内部に滞
留している薬液が親水性フィルタを通じて容器の内部に回収されるのに十分な時間、容器
の内部を負圧に保つことができる。
【特許文献１】特開２００４－１６６９７８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　特許文献１に記載の薬液容器ではダックビルタイプの逆止弁１４１が用いられている。
この逆止弁１４１は、図８に示すように互いに連続する一対の楔状の弁体を成型した後、
弁体の連続部にカッターなどを用いて切り込み加工する必要がある。逆止弁を所定の圧力
で正確に動作させるためには、高度な切り込み加工精度が要求される。
【０００９】
　弁体はゴムやエラストマで構成されており、容易に変形するため正確に切断することは
容易ではなかった。そのため製造誤差が避けられず、製品性能が安定しないという問題が
あった。
【００１０】
　また、特許文献１に記載の薬液容器において、流量制限部がオリフィスで構成されてい
る場合には、内容液が疎水性フィルタ１０５に逆流し、疎水性フィルタ１０５の性能を損
なうという問題があった。
【００１１】
　加えて、特許文献１に記載の薬液容器においては、フィルタ取付部材の一方の面に疎水
性フィルタを溶着し、他方の面に親水性フィルタを溶着し、さらに切り込み加工を行なう
必要がある。すなわち、一つの部品を製造するために異なる方向から三つの工程を加える
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必要がある。
【００１２】
　薬液容器の内部構造を構成する小さい部品に対して、方向を転換しながら三つの工程を
行なうことは、そのハンドリングが容易でない。また、この三つの工程のいずれか一つで
も不良が発生すると、直接製品不良につながる上、最後の工程で不良が発生すると、前の
全ての工程が無駄になるため影響が大きいという問題もある。
【００１３】
　この発明は、上記課題を解決するためになされたものであり、容器の内部への細菌等の
侵入を防止した薬液容器において、製造が容易で薬液の逆流を確実に防止することができ
る逆止弁を備えた、薬液容器を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　この発明に基づいた薬液容器に従えば、口部を有し、押圧により変形可能でかつ押圧を
解除すると元の形状に復元する容器本体と、薬液を排出するための薬液排出路と空気を流
入させるための空気導入路とが設けられ、上記容器本体の口部に取り付けられたキャップ
と、上記容器本体の内部に向かって突出する管体を有し、上記薬液排出路に親水性フィル
タを介して連通する上記管体の内部の薬液導入路と上記空気導入路に連通する空気供給路
とが設けられ、上記キャップの内側に配設された中間部材と、上記管体の外周面にその内
周面が接触して上記容器本体の内部に向かう方向にのみ空気を通過させる逆止弁を構成す
る環状弁を有し、上記空気供給路にフィルタを介して連通すると共に容器本体内部に上記
逆止弁を介して連通する空気送出路が設けられ、上記中間部材の内側に配設された中栓と
を備えている。
【００１５】
　上記薬液容器において、上記逆止弁は、上記容器本体の内部の圧力が、大気圧よりも５
ＫＰａ以上低い時に、上記密封状態を解除し、上記空気送出路から上記容器本体の内部に
向かう空気を通過させるものであってもよい。
【００１６】
　上記薬液容器において、上記中栓の外周部は、上記容器本体の口部の端面と上記中間部
材との間に挟持させるようにしてもよい。
【００１７】
　上記薬液容器において、上記薬液排出路と上記薬液導入路との間に設けられた上記親水
性フィルタは上記キャップに取り付けられ、上記空気供給路と上記空気送出路との間に設
けられたフィルタは上記中間部材に取り付けられていてもよい。
【００１８】
　上記薬液容器において、上記空気供給路と上記空気送出路との間に設けられたフィルタ
は疎水性フィルタであってもよい。
【００１９】
　上記薬液容器において、上記中栓には、上記逆止弁と同軸上に位置し上記管体が嵌合さ
れる嵌合孔が設けてもよい。
【００２０】
　上記薬液容器において、上記嵌合孔の内面と上記管体の外面との間には、上記管体が貫
通する方向に延びる通気溝が設けられていてもよい。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明に係る薬液容器によると、製造が容易で薬液の逆流を確実に防止することができ
る逆止弁を備えた薬液容器を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　以下、この発明に基づいた実施の形態における薬液容器の構造について、図を参照しな
がら説明する。
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【００２３】
　図１は、本実施の形態の薬液容器を示す分解斜視図であり、図２は同縦断面図である。
図１および図２に示すように、本実施の形態の薬液容器は、容器本体１とキャップ２と中
間部材３と中栓４とを備えている。容器本体１は、口部１２を有し、押圧により変形可能
でかつ押圧を解除すると元の形状に復元する。キャップ２は、薬液を排出するための薬液
排出路２５と空気を流入させるための空気導入路２８とが設けられ、容器本体１の口部１
２に取り付けられている。中間部材３は、容器本体１の内部に向かって突出する管体３５
を有し、薬液排出路２５に親水性フィルタ２９を介して連通する管体３５の内部の薬液導
入路３４と空気導入路２８に連通する空気供給路３６とが設けられ、キャップ２の内側に
配設されている。中栓４は、管体３５の外周面にその内周面が接触して容器本体１の内部
に向かう方向にのみ空気を通過させる逆止弁を構成する環状弁４２を有し、空気供給路３
６に疎水性フィルタ３７を介して連通すると共に容器本体１内部に逆止弁を介して連通す
る空気送出路４３が設けられ、中間部材３の内側に配設されている。以下、これらの各構
造についてより詳しく説明する。
【００２４】
　容器本体１は、図１に示すような有底円筒状、あるいは側壁の下端部を閉止したものな
ど、任意の形態を採用することができる。容器本体１の上端には胴部１１よりも細径の口
部１２が設けられている。そして、口部１２の外周面には、キャップ２を嵌合するための
係合突起１３が形成されている。係合突起１３は、容器本体１の上端部の外周を周回する
ように設けられている。口部１２の端面には、口部１２の水密性を向上させるため円環状
のリブが設けられている。このリブは組立後、中栓４に食い込んで口部１２の水密性を向
上させる。
【００２５】
　容器本体１の材質は、手指での押圧により変形可能で、かつそのような押圧から開放さ
れたときに、容易に元の形状に戻り得る可撓性材料が採用される。このような可撓性材料
としては、例えばポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエチレンテレフタレート、ポリエ
チレンテレナフタレート、ポリエステル、軟質ポリ塩化ビニル、熱可塑性エラストマ、ポ
リカーボネート等の弾性を有する各種高分子素材が挙げられる。
【００２６】
　キャップ２は、下面が開放した円筒状に形成された部材であって、円形の天板２１と、
その周縁から延びるスカート部２２からなる。そして、スカート部２２の内周面には、容
器本体１の係合突起１３と係合する被係合溝２３が形成されている。
【００２７】
　天板２１の中心部分には上向きに突出するノズル２４が設けられている。このノズル２
４は、円筒状あるいは円錐台形状に形成されている。ノズル２４の内部には長軸方向に貫
通したノズル孔により薬液排出路２５が設けられている。薬液排出路２５は、ノズル２４
の先端側に向かって内径が拡大している。また、キャップ２の外周面には雄ねじ部２７が
形成されている。
【００２８】
　キャップ２の天板２１には、これを上下に貫通するように空気導入路２８が設けられて
いる。本実施の形態では、空気導入路２８をキャップ２の天板２１の外周部の四箇所に等
間隔に設けている。空気導入路２８は、複数箇所設けることが好ましいが、１箇所であっ
ても良い。
【００２９】
　キャップ２の天板２１の下面には、その外周部を溶着して親水性フィルタ２９が設けら
れている。親水性フィルタ２９は、円形に構成されている。
【００３０】
　図３は、親水性フィルタを除いた状態のキャップの下面図である。親水性フィルタ２９
が接触する箇所には、同心円上に配置された多数のリブ２１ａが設けられている。リブ２
１ａは、その中心から放射状に延びる線と交差する部分に、不連続部が設けられている。



(6) JP 2008-132013 A 2008.6.12

10

20

30

40

50

不連続部においては、リブ２１ａは設けられていない。
【００３１】
　このリブ２１ａは親水性フィルタ２９と天板２１の下面とが完全に密着することを防止
するとともに流路を確保するものである。すなわち、不連続部およびリブ２１ａ相互の隙
間が流路となって、親水性フィルタ２９の全面への流通を確保するものである。
【００３２】
　空気導入路２８は、平面視矩形に構成されている。また、その断面形状は、空気導入路
２８の内部を進むにしたがって断面積が狭くなるように構成されている。空気導入路２８
と親水性フィルタ２９との間には両者を遮断する環状で下向きに突出した隔壁２１ｂが設
けられている。
【００３３】
　図４は、中間部材の構造を示し、（ａ）は平面図、（ｂ）は側面図、（ｃ）は底面図で
ある。中間部材３は、概ね円板状の中間部材本体３１とその下面に下向きに突出した管体
３５とを有している。中間部材３の中心部には、それを上下方向に貫通する薬液導入路３
４が設けられている。薬液導入路３４と、キャップ２に設けられた薬液排出路２５とは、
同一直線上に位置している。
【００３４】
　図１および図４（ａ）に示すように、中間部材本体３１の上面の親水性フィルタ２９と
対向する箇所には、同心円上に配置された多数のリブ３１ａが設けられている。リブ３１
ａには、その中心から放射状に延びる線と交差する部分に、不連続部が設けられている。
不連続部においては、リブ３１ａは設けられていない。
【００３５】
　このリブ３１ａも、リブ２１ａと同様、親水性フィルタ２９の全面への流路を確保する
ものである。リブ３１ａが設けられた箇所を囲むように隔壁３１ｂが設けられている。図
２に示すように、隔壁３１ｂは、キャップ２の隔壁２１ｂと密着して、空気導入路２８と
、親水性フィルタ２９が設けられた薬液排出路２５および薬液導入路３４とを仕切る。
【００３６】
　中間部材３の外周面は、下端部が上部および中間部よりも大径とされている。中間部材
３の外周面の上部および中間部と、キャップ２の内周面との隙間により、図２に示すよう
に空気供給路３６の一部が形成される。中間部材本体３１の内部には、中間部材３の外周
面に開口し、水平方向に延びた後、下向きに折れ曲がった空気通路により空気供給路３６
の本体部分が形成されている。
【００３７】
　空気供給路３６を構成する空気通路の下流側端部が開口する箇所には、疎水性フィルタ
３７が設けられている。疎水性フィルタ３７に代えて親水性フィルタを用いても良い。
【００３８】
　疎水性フィルタ３７は、円形に構成されており、その外周が溶着されて中間部材３の下
面に取り付けられている。図４（ｃ）は、疎水性フィルタを除去した状態の、中間部材の
下面を示しているが、疎水性フィルタ３７が設けられた箇所の中央部には、疎水性フィル
タ３７が中間部材３に密着することを防止する突起３２が設けられている。疎水性フィル
タ３７は、中間部材３の中心からずれた位置に配置されている。
【００３９】
　管体３５の下部は円柱状に構成されている。中間部および上部は、下部より大径とされ
、さらに、この大径の部分には縦に延びる通気溝３５ａが設けられている。管体３５の下
部は、環状弁４２の内周面に密着し、通気溝３５ａは空気送出路４３を構成する。
【００４０】
　キャップ２および中間部材３の材料としては、合成樹脂を用いることができる。キャッ
プ２としては、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエチレンテレフタレート、ポリカー
ボネートなどを用いることができる。中間部材３には、若干の弾力性および柔軟性が要求
され、たとえば、ランダムポリプロピレン、ポリエチレン、エラストマ、塩化ビニルなど
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の材料を用いることができる。本実施の形態では、キャップ２をポリプロピレン、中間部
材３をポリエチレンで構成している。
【００４１】
　中栓４は、ゴムやエラストマなどの柔軟性に富む材料で構成されている。ここではスチ
レン系エラストマで構成している。中栓４を構成する材料としては、例えば熱可塑性エラ
ストマやポリオレフィン系樹脂（低密度ポリエチレン、ランダムポリプロピレン）が挙げ
られる。中栓４の上面には、円形の窪み４１が設けられている。この窪み４１は、疎水性
フィルタ３７に対向している。窪み４１は、疎水性フィルタ３７を経由して流入した空気
の流路となる。
【００４２】
　中栓４の中央部には縦方向に管体３５が貫通する貫通孔４４が設けられている。貫通孔
４４の下端部には、環状弁４２が設けられている。環状弁４２は、図１および図２に示す
ように、下方向に進むにしたがって肉厚が薄く形成された、環状の部材であり、管体３５
の外周にその下端部の内周面が密着することで逆止弁を構成する。
【００４３】
　中栓４の上端部には外周部が外側に突出したフランジ部４５が設けられている。フラン
ジ部４５の下面は、容器本体１の口部１２の端面に密着する。組み立てた状態において中
栓４の外周のフランジ部４５は、容器本体１の口部１２の端面と中間部材３との間に挟持
される。この中栓４の弾性により、キャップ２と中間部材３、中間部材３と中栓４、中栓
４と容器本体１の間が密着し、気密性を保つことができる。
【００４４】
　ノズル２４の先端を塞ぐため、図１に示すような、ノズルキャップ６が設けられる。ノ
ズルキャップ６は、底部が開口した略円筒状の部材であり、その天井面には、ノズル２４
の先端部に密着しノズル孔を気密に密閉する封止部６１が設けられている。
【００４５】
　この封止部６１は、下面が開放した円筒状に形成されている。ノズルキャップ６は、そ
の内周面に雌ねじ部６２が設けられている。ノズルキャップ６は、キャップ２の外周面に
設けられた雄ねじ部２７と、その雌ねじ部６２とが螺合することで固定される。ノズルキ
ャップ６は、ノズル２４と空気導入路２８の両方を封止する。
【００４６】
　図５は、キャップ、中間部材および中栓の構造を示す分解断面図であり、図６は、キャ
ップ、中間部材および中栓を組み立てた状態の断面図である。本実施の形態の薬液容器を
組み立てるときには、キャップ２の内部に、中間部材３および中栓４を挿入する。その後
、容器本体１の口部１２をキャップ２の内部に挿入することで、キャップ２、中間部材３
、中栓４および口部１２を相互に密着させる。
【００４７】
　このとき、中間部材３の管体３５は、中栓４の貫通孔４４を貫通する。管体３５の上部
および中間部は、上述のとおり、下部よりも大径とされている。管体３５の大径の部分が
、中栓４の貫通孔４４に嵌合される。これにより、管体３５は、中栓４の所定位置に位置
決めされる。同時に管体３５の先端の小径部が、中栓４の環状弁４２の内周面に密着し逆
止弁が形成される。このとき管体３５と中栓４とが正確に位置決めされているので、環状
弁４２に対して管体３５を所定の位置に確実に位置させることができ、所望の性能の逆止
弁を確実に得ることができる。
【００４８】
　また、逆止弁は、環状弁４２の内部に管体３５を貫通させるだけで構成することができ
るので、従来の逆止弁のように切り込み加工などをする必要がなく容易かつ確実に動作す
る逆止弁を構成することができる。
【００４９】
　本実施の形態の逆止弁は、容器本体１の内部の圧力が、大気圧よりも５ＫＰａ以上低い
時に、環状弁４２が外側に開くことで管体３５との間に隙間が生じて密封状態を解除し、
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空気送出路４３から容器本体１の内部に向かう空気を通過させるように構成している。こ
れは、指で押圧して変形した容器本体１が、元の形状に戻ろうとする力により容器本体１
の内部に発生する負圧力が５ＫＰａから３０ＫＰａであることに基づく。
【００５０】
　本来、逆止弁は、容器本体１の内部に少しでも負圧力が発生すれば、空気送出路４３か
らの空気を流入させ、空気送出路４３への逆流を発生させないものであればよい。しかし
、逆流を確実に防止する観点、および、逆止弁の流量制限部材としての観点から、容器本
体１により発生する負圧力よりも少し小さい程度の負圧力で開放する逆止弁を用いること
が好ましい。変形した状態から元の形状に戻る際に、容器本体１の内部に発生する負圧力
が、大きい場合には、逆止弁が開放する圧力を大きくしてもよい。逆止弁が開放する圧力
は環状弁の材質、形状などを変更することにより、種々の値に設定することができる。
【００５１】
　本実施の形態の薬液容器の使用方法について説明する。まず使用時にはノズルキャップ
６を取り外す。ついで、薬液を排出すべく容器本体１を手指で圧迫する。内部の薬液は、
容器の内部から押し出され、薬液導入路３４、親水性フィルタ２９および薬液排出路２５
を通過して、ノズル２４から外部に滴下される。
【００５２】
　このとき、環状弁４２と管体３５とからなる逆止弁は閉じているので、薬液が空気送出
路４３に進入することはない。したがって、疎水性フィルタ３７に薬液が触れることもな
い。そのため、疎水性フィルタ３７の材質と相性の悪い薬液を用いる場合であっても、疎
水性フィルタ５の劣化（例えば、親水性化など）を防止でき、疎水性フィルタ３７の下面
での薬液の結晶析出を防止することができる。
【００５３】
　そして、必要量滴下した後、容器本体１の圧迫をやめると、容器本体１はその可撓性に
基づき元の形状に戻るように膨らむ。このとき容器本体１内は負圧になる。この負圧によ
ってノズル孔の内部に排出停止後に溜まっていた薬液は、親水性フィルタ２９を通過して
、容器本体１内に戻されることになる。
【００５４】
　ノズル孔の内部に溜まっていた薬液は親水性フィルタ２９を経由して容器本体１の内部
に戻るので、ノズル孔の内部に溜まっていた薬液に細菌等が混入していても、親水性フィ
ルタ２９でろ過される。
【００５５】
　一方、容器本体１の内部が負圧になるので逆止弁は若干開く。これにより、空気導入路
２８、空気供給路３６、疎水性フィルタ３７および空気送出路４３を経由して容器本体１
の内部に空気が流入する。このとき、逆止弁により空気の流量が制限されるので、空気は
容器本体１の内部に少しずつ進入し、容器本体１の元の形状への復帰も時間をかけてゆっ
くりと行われる。すなわち、親水性フィルタ２９上の薬液が容器本体１内に回収される十
分な時間を確保することができる。
【００５６】
　このように、容器本体１内の負圧により薬液が親水性フィルタ２９を通過する時間が充
分確保されることから、ノズル２４内に薬液の残りが溜まることを回避することができる
。ノズル２４の内部に薬液が長期間残留すると、その残留した薬液中で雑菌等が繁殖し、
次に使用するときにこれが薬液中に混入することがあるが、本実施の形態の薬液容器によ
るとこのような不具合を回避することができる。
【００５７】
　また、容器本体１の内部に流入する空気は、疎水性フィルタ３７を経由することで細菌
や微生物などがろ過される。これらにより容器本体１の内部を無菌状態に保つことができ
る。
【００５８】
　このような親水性フィルタおよび疎水性フィルタの孔径は、汚染起因菌として通常知ら
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れているＣａｎｄｉｄａ ａｌｂｉｃａｎｓ、Ｐｓｅｕｄｏｍｏｎａｓ属、Ｂｕｒｋｈｏ
ｌｄｅｒｉａ ｃｅｐａｃｉａらの容器内部への侵入を防ぐために、好ましくは０．４５
μｍ以下、より好ましくは０．２２μｍ以下であることが望ましい。
【００５９】
　また、フィルタの捕捉機構は、フィルタ内部で捕捉する「デプスタイプ」と、フィルタ
表面で捕捉する「スクリーンタイプ」の２種類に大別されるが、本発明ではいずれのタイ
プも好適に用いることができる。
【００６０】
　本実施の形態の薬液容器においては、キャップ２に親水性フィルタ２９を取り付け、中
間部材３に疎水性フィルタ３７を取り付けている。二つのフィルタを一つの部材には取り
付けず、異なる部材にそれぞれ取り付けたので、フィルタの取り付け作業においては、一
つの部材の両面にそれぞれ疎水性フィルタと親水性フィルタとを取り付けた従来の薬液容
器のように、部材を反転させる必要がなく、その作業を容易に行なうことができる。
【００６１】
　本発明に係る薬液容器は、化粧品よりも高い無菌性の要求される薬品において、さらに
薬品の中にあっても、保存剤の添加が制限される点眼剤を保存する点眼容器に使用する場
合においてその効果は顕著である。
【００６２】
　なお、今回開示した上記実施の形態はすべての点で例示であって、限定的な解釈の根拠
となるものではない。したがって、本発明の技術的範囲は、上記した実施の形態のみによ
って解釈されるのではなく、特許請求の範囲の記載に基づいて画定される。また、特許請
求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれる。
【図面の簡単な説明】
【００６３】
【図１】この発明に基づいた実施の形態における薬液容器を示す分解斜視図である。
【図２】この発明に基づいた実施の形態における薬液容器を示す縦断面図である。
【図３】この発明に基づいた実施の形態における親水性フィルタを除いた状態のキャップ
の構造を示す下面図である。
【図４】この発明に基づいた実施の形態における中間部材の構造を示し、（ａ）は平面図
、（ｂ）は側面図、（ｃ）は底面図である。
【図５】この発明に基づいた実施の形態におけるキャップ、中間部材および中栓の構造を
示す分解断面図である。
【図６】この発明に基づいた実施の形態におけるキャップ、中間部材および中栓を組み立
てた状態の断面図である。
【図７】従来の薬液容器の構造を示す縦断面図である。
【図８】従来の薬液容器の逆止弁の構造を示す縦断面図である。
【符号の説明】
【００６４】
　１　容器本体、２　キャップ、３　中間部材、４　中栓、５　疎水性フィルタ、６　ノ
ズルキャップ、１１　胴部、１２　口部、１３　係合突起、２１　天板、２１ａ　リブ、
２１ｂ　隔壁、２２　スカート部、２３　被係合溝、２４　ノズル、２５　薬液排出路、
２７　雄ねじ部、２８　空気導入路、２９　親水性フィルタ、３１　中間部材本体、３１
ａ　リブ、３１ｂ　隔壁、３２　突起、３４　薬液導入路、３５　管体、３５ａ　通気溝
、３６　空気供給路、３７　疎水性フィルタ、４２　環状弁、４３　空気送出路、４４　
貫通孔、４５　フランジ部、６１　封止部、６２　雌ねじ部。
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